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（１）審議概観

第180回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出８件（うち本院

先議１件）であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願９種類35件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

特別会計に関する法律財政・税制関連

は、東日本大震の一部を改正する法律案

災からの復興のための施策を実施するた

めに必要な財源の確保に関する特別措置

法附則第17条の規定を踏まえ、東日本大

震災復興特別会計を設置することとし、

その目的、管理及び経理等について定め

ようとするものである。

租税特別措置法等の一部を改正また、

は、新成長戦略の実現並びにする法律案

税制の公平性の確保及び課税の適正化の

観点から要請される特に喫緊の課題に対

応するため、個人所得課税、法人課税、

資産課税 消費課税 国際課税等 平成24、 、 、

年度税制改正について、所要の措置を講

ずるものである。

委員会では、両法律案を一括して議題

とし、野田内閣総理大臣に対する質疑を

行うとともに、消費税率引上げの前提と

なる条件、消費税の逆進性対策に向けた

今後の取組、地球温暖化対策のための税

の導入効果、復興に係る資金の流れを透

明化するための方策等について質疑が行

われた。なお、租税特別措置法等改正案

に対し附帯決議が付された。

関税定率法・銀行株式保有制限法等 暫

定関税率等の適用期限の延長等を行うと

ともに、貿易円滑化のための税関手続の

改善、税関における水際取締りの強化等

関税定率法等のための所要の改正を行う

、銀行等の業務の一部を改正する法律案

の健全な運営を確保する観点から、銀行

等保有株式取得機構が行う株式等の買取

り等の業務の期限の延長等の措置を講ず

銀行等の株式等の保有の制限等に関する

は、保険る法律の一部を改正する法律案

会社の子会社の業務範囲や、保険契約の

移転等に関する規制の緩和、生命保険契

約者保護機構に対する政府補助の措置の

保険業法等の一部を改期限延長等を行う

が提出された。正する法律案

委員会では、３法律案を一括して議題

とし、輸入米に適用される暫定関税率の



仕組み、銀行等保有株式取得機構におけ

る株式買取り実績、保険会社に対する規

制緩和に伴う問題点等について質疑が行

われ、関税定率法等改正案は全会一致を

もって、銀行株式保有制限法改正案及び

保険業法等改正案はいずれも多数をもっ

て可決された。なお、関税定率法等改正

案及び銀行株式保有制限法改正案に対し

附帯決議が付された。

金融商品取引金融商品取引法等の改正

は、我が国法等の一部を改正する法律案

市場の国際競争力の強化並びに金融商品

の取引の公正性及び透明性の確保を図る

ため、商品先物取引法上の一定の商品を

金融商品として他の多様な金融商品とと

もに取り扱うことのできる総合的な取引

所の実現に向けた制度の整備を行うとと

もに、一定の店頭デリバティブ取引につ

いての電子情報処理組織の利用の義務付

け、インサイダー取引規制及び課徴金制

度の見直し等の措置を講じようとするも

のである。

委員会では、総合的な取引所の早期実

現に向けた具体的なスケジュール、いわ

ゆる増資インサイダーに対する規制を強

化する必要性、銀行間取引における金利

指標の在り方等について質疑が行われ、

多数をもって可決された。なお、附帯決

議が付された。

その他 中小企業者及び住宅資金借入者

に対する金融の円滑化を図るため、本法

が失効するものとされる期限を平成25年

中小企業者３月31日まで１年間延長する

等に対する金融の円滑化を図るための臨

時措置に関する法律の一部を改正する法

、中小企業金融円滑化法の有効期限律案

を延長することに伴い 過大な債務を負っ、

ている事業者の事業の再生を支援するた

め、企業再生支援機構が支援決定を行う

株式会ことができる期限の延長等を行う

社企業再生支援機構法の一部を改正する

が提出された。法律案

委員会では、両法律案を一括して議題

とし、中小企業金融円滑化法の施行状況

に対する評価、金融機関のコンサルティ

ング機能を強化する方策、企業再生支援

機構の支援対象の在り方等について質疑

が行われ、いずれも多数をもって可決さ

れた。なお、両法律案に対し附帯決議が

付された。

〔国政調査等〕

、財政政策等の基本施策につ３月15日

いて安住財務大臣から、金融行政に関す

る件について自見内閣府特命担当大臣か

らそれぞれ所信を聴取した。

、前記所信聴取に対し、消費３月22日

税引上げ法案の提出を政府が急ぐ理由、

消費税を引き上げる前提条件として景気

対策及び行政改革を推進する必要性、東

日本大震災による液状化被害の解決へ向

けた政府の取組、国債金利の上昇が金融

機関に与える影響等について質疑を行っ

た。

、金融、証券市場をめぐる諸４月３日

問題に関する件について、参考人ＡＩＪ

、投資顧問株式会社代表取締役浅川和彦君

アイティーエム証券株式会社代表取締役

西村秀昭君、株式会社東京年金経済研究

所代表取締役石山勲君及び栃木県建設業

厚生年金基金理事長渡邉勇雄君から意見

を聴いた後、各参考人に対し質疑を行っ

た。

、ＡＩＪ投資顧問による年金４月24日

資産運用問題に関する件について、証人

ＡＩＪ投資顧問株式会社代表取締役浅川

和彦君及びアイティーエム証券株式会社

。代表取締役西村秀昭君から証言を聴いた



、金融行政に関する件につい６月14日

て松下内閣府特命担当大臣から説明を聴

取した。

、金融行政に関する件につい６月19日

て、中小企業金融円滑化法の失効に備え

た総合的な出口戦略の必要性、総合的な

取引所の実現が一般市場参加者の利便性

に与える影響、貸金業法と利息制限法の

見直しに関する金融庁の姿勢等について

質疑を行った後、ＡＩＪ投資顧問による

年金資産運用問題に関する件について、

ＡＩＪ投資顧問について情報が入ってい

ながら当局の対応が遅れた理由、投資一

任業務を行う投資運用業者への外部監査

導入の必要性、厚生年金基金の解散が進

まない理由等について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成24年３月15日(木)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

財政及び金融等に関する調査を行うことを決

定した。

財政政策等の基本施策に関する件について安

住財務大臣から所信を聴いた。

金融行政に関する件について自見内閣府特命

担当大臣から所信を聴いた。

○平成24年３月22日(木)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

財政政策等の基本施策に関する件及び金融行

政に関する件について安住財務大臣、自見内

閣府特命担当大臣、藤田財務副大臣、中塚内

閣府副大臣、大串大臣政務官、政府参考人及

び参考人日本銀行総裁白川方明君に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

塚田一郎君（自民 、愛知治郎君（自民 、） ）

藤井基之君（自民 、荒木清寛君（公明 、） ）

（ ）、 （ ）、中西健治君 みん 大門実紀史君 共産

大塚耕平君（民主 、大 保勉君（民主）） 久

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

案（閣法第３号 （衆議院送付））

租税特別措置法等の一部を改正する法律案

（閣法第８号 （衆議院送付））

以上両案について安住財務大臣から趣旨説明

を聴いた後、同大臣、藤田財務副大臣、郡復

興大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

水戸将史君（民主 、古川俊治君（自民 、） ）

中山恭子君（自民 、荒木清寛君（公明））

○平成24年３月27日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

案（閣法第３号 （衆議院送付））

租税特別措置法等の一部を改正する法律案

（閣法第８号 （衆議院送付））

以上両案について安住財務大臣、自見内閣府

特命担当大臣、藤田財務副大臣、後藤内閣府

副大臣、末松復興副大臣、三谷財務大臣政務

官、室井国土交通大臣政務官、森本農林水産

大臣政務官、中根経済産業大臣政務官、高山

環境大臣政務官、大串内閣府大臣政務官、政

府参考人、参考人日本銀行総裁白川方明君及

び株式会社日本政策金融公庫代表取締役副総

裁渡辺博史君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、広野ただし君 民主 塚田一郎君 自民

若林健太君（自民 、西田昌司君（自民 、） ）

（ ）、 （ ）、竹谷とし子君 公明 中西健治君 みん

大門実紀史君（共産）

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

について安住財務大第15号 （衆議院送付））

臣から趣旨説明を聴き、

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

の一部を改正する法律案（閣法第５号 （衆）

議院送付）



保険業法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号 （衆議院送付））

以上両案について自見内閣府特命担当大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成24年３月28日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十四年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十四年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十四年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（内閣府所管（金融庁 、財務省所管、株式）

会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力

について安住財務大臣及び自見内閣府銀行）

特命担当大臣から説明を聴いた後、安住財務

大臣、自見内閣府特命担当大臣、福田総務大

臣政務官、政府参考人及び参考人日本銀行副

総裁西村淸彦君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

金子洋一君（民主 、愛知治郎君（自民 、） ）

（ ）、 （ ）、竹谷とし子君 公明 中西健治君 みん

大門実紀史君（共産）

本委員会における委嘱審査は終了した。

参考人の出席を求めることを決定した。

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第15号 （衆議院送付））

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

の一部を改正する法律案（閣法第５号 （衆）

議院送付）

保険業法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号 （衆議院送付））

以上３案について安住財務大臣、自見内閣府

特命担当大臣、筒井農林水産副大臣、藤田財

務副大臣、中塚内閣府副大臣、政府参考人及

び参考人日本銀行副総裁西村淸彦君に対し質

疑を行い、質疑を終局した。

〔質疑者〕

塚田一郎君（自民 、古川俊治君（自民 、） ）

（ ）、 （ ）、中山恭子君 自民 竹谷とし子君 公明

（ ）、 （ ）、中西健治君 みん 大門実紀史君 共産

玉置一弥君（民主）

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた

めの臨時措置に関する法律の一部を改正する

につい法律案（閣法第４号 （衆議院送付））

て自見内閣府特命担当大臣から趣旨説明を聴

き、

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正す

につる法律案（閣法第47号 （衆議院送付））

いて古川内閣府特命担当大臣から趣旨説明

を、衆議院における修正部分について修正案

提出者衆議院議員西村康稔君から説明を聴い

た。

○平成24年３月29日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた

めの臨時措置に関する法律の一部を改正する

法律案（閣法第４号 （衆議院送付））

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正す

る法律案（閣法第47号 （衆議院送付））

以上両案について自見内閣府特命担当大臣、

古川内閣府特命担当大臣、安住財務大臣、藤

田財務副大臣、中塚内閣府副大臣、 厚生労

働副大臣、大串内閣府大臣政務官、政府参考

人、参考人日本銀行理事中曽宏君及び同銀行

総裁白川方明君に対し質疑を行い、質疑を終

局した。

〔質疑者〕

櫻井充君（民主 、大 保勉君（民主 、佐） ）久

藤ゆかり君（自民 、西田昌司君（自民 、） ）

荒木清寛君（公明 、中西健治君（みん 、） ）

大門実紀史君（共産）

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

案（閣法第３号 （衆議院送付））

租税特別措置法等の一部を改正する法律案

（閣法第８号 （衆議院送付））

以上両案について野田内閣総理大臣、安住財

務大臣、自見内閣府特命担当大臣、 厚生労

働副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った

後、いずれも可決した。

・質疑

〔質疑者〕

水戸将史君（民主 、若林健太君（自民 、） ）

塚田一郎君（自民）



・質疑（内閣総理大臣出席）

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、佐藤ゆかり君 自民 塚田一郎君 自民

（ ）、 （ ）、竹谷とし子君 公明 中西健治君 みん

大門実紀史君（共産）

（閣法第３号）

賛成会派 民主、自民、公明

反対会派 みん、共産

（閣法第８号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん

反対会派 共産

なお、租税特別措置法等の一部を改正する法

律案（閣法第８号 （衆議院送付）について）

附帯決議を行った。

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第15号 （衆議院送付））

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

の一部を改正する法律案（閣法第５号 （衆）

議院送付）

保険業法等の一部を改正する法律案（閣法第

６号 （衆議院送付））

以上３案をいずれも可決した。

（閣法第15号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、共産

反対会派 なし

（閣法第５号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん

反対会派 共産

（閣法第６号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん

反対会派 共産

なお、関税定率法等の一部を改正する法律案

（閣法第15号 （衆議院送付）及び銀行等の）

株式等の保有の制限等に関する法律の一部を

（ ）（ ）改正する法律案 閣法第５号 衆議院送付

についてそれぞれ附帯決議を行った。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた

めの臨時措置に関する法律の一部を改正する

法律案（閣法第４号 （衆議院送付））

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正す

る法律案（閣法第47号 （衆議院送付））

以上両案について討論の後、いずれも可決し

た。

（閣法第４号）

賛成会派 民主、自民、公明、共産

反対会派 みん

（閣法第47号）

賛成会派 民主、自民、公明

反対会派 みん、共産

なお、両案について附帯決議を行った。

○平成24年４月３日(火)（第６回）

金融、証券市場をめぐる諸問題に関する件に

ついて次の参考人から意見を聴いた後、各参

考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

ＡＩＪ投資顧問株式会社代表取締役 浅川

和彦君

アイティーエム証券株式会社代表取締役

西村秀昭君

株式会社東京年金経済研究所代表取締役

石山勲君

栃木県建設業厚生年金基金理事長 渡邉勇

雄君

〔質疑者〕

蓮舫君（民主 、佐藤ゆかり君（自民 、竹） ）

谷とし子君（公明 、中西健治君（みん 、） ）

大門実紀史君（共産）

○平成24年４月17日(火)（第７回）

財政及び金融等に関する調査のうち、ＡＩＪ

投資顧問による年金資産運用問題に関する件

についてＡＩＪ投資顧問株式会社代表取締役

浅川和彦君及びアイティーエム証券株式会社

代表取締役西村秀昭君を証人として出頭を求

めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

○平成24年４月24日(火)（第８回）

ＡＩＪ投資顧問による年金資産運用問題に関

する件について次の証人から証言を聴いた。

〔証人〕

ＡＩＪ投資顧問株式会社代表取締役 浅川

和彦君

アイティーエム証券株式会社代表取締役

西村秀昭君

・証人（浅川和彦君）に対する尋問



〔尋問者〕

尾立源幸君（総括尋問 、大塚耕平君（民）

主 佐藤ゆかり君 自民 荒木清寛君 公）、 （ ）、 （

明 桜内文城君 みん 大門実紀史君 共）、 （ ）、 （

産）

・証人（西村秀昭君）に対する尋問

〔尋問者〕

尾立源幸君（総括尋問 、大 保勉君（民） 久

主 、塚田一郎君（自民 、荒木清寛君（公） ）

明 桜内文城君 みん 大門実紀史君 共）、 （ ）、 （

産）

○平成24年６月14日(木)（第９回）

金融行政に関する件について松下内閣府特命

担当大臣から説明を聴いた。

○平成24年６月19日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

金融行政に関する件について松下内閣府特命

担当大臣、中塚内閣府副大臣、藤田財務副大

臣、 厚生労働副大臣、松野法務大臣政務官

及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

大 保勉君（民主 、若林健太君（自民 、久 ） ）

（ ）、 （ ）、竹谷とし子君 公明 中西健治君 みん

大門実紀史君（共産）

金融商品取引法等の一部を改正する法律案

について松下内閣府特命担当（閣法第67号）

大臣から趣旨説明を聴いた。

ＡＩＪ投資顧問による年金資産運用問題に関

する件について松下内閣府特命担当大臣、中

塚内閣府副大臣、 厚生労働副大臣、藤田財

務副大臣、藤田厚生労働大臣政務官、政府参

考人及び参考人日本銀行総裁白川方明君に対

し質疑を行った。

〔質疑者〕

広野ただし君（民主 、佐藤ゆかり君（自）

民 、西田昌司君（自民 、荒木清寛君（公） ）

明 中西健治君 みん 大門実紀史君 共）、 （ ）、 （

産）

○平成24年７月26日(木)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

金融商品取引法等の一部を改正する法律案

について松下内閣府特命担当（閣法第67号）

、 、 、大臣 中塚内閣府副大臣 五十嵐財務副大臣

、 、厚生労働副大臣 北神経済産業大臣政務官

森本農林水産大臣政務官、中根経済産業大臣

、 、 、政務官 大串内閣府大臣政務官 政府参考人

参考人株式会社東京証券取引所グループ取締

役兼代表執行役社長斉藤惇君及び日本銀行総

裁白川方明君に対し質疑を行い、討論の後、

可決した。

〔質疑者〕

大 保勉君（民主 、愛知治郎君（自民 、久 ） ）

（ ）、 （ ）、古川俊治君 自民 竹谷とし子君 公明

（ ）、 （ ）、広野ただし君 生活 中西健治君 みん

大門実紀史君（共産）

（閣法第67号）

賛成会派 民主、自民、公明、生活、みん

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成24年９月７日(金)（第12回）

理事の補欠選任を行った。

請願第222号外34件を審査した。

財政及び金融等に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


